
横浜商科大学大学院学則（案） 

（令和6年8月29日制定） 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 横浜商科大学大学院（ 以下、「本学大学院」という。）は、教育基本法及び学校

教育法に則り、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥を究め、又は高度の専門性

が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、「安んじて事を托さ

るゝ」人材を育成することを目的とする。 

（自己点検・評価） 

第２条 本学大学院は、教育研究水準の向上を図り、前条の目的及び社会的使命を達成する

ため、教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するも

のとする。 

２ 教育研究活動等の状況についての公表は、刊行物への掲載、インターネットの利用、そ

の他広く周知を図ることができる方法によって行うものとする。 

３ この大学院学則に定めるもののほか、自己点検及び評価については、学校法人横浜商科

大学自己点検・評価に関する規程で定める。 

第２章 研究科の組織及び定員等 

（課程等） 

第３条 本学大学院に次の研究科、専攻、課程を置く。 

商学研究科商学専攻修士課程 

（収容定員） 

第４条 本学大学院の収容定員は、次のとおりとする。 

商学研究科商学専攻修士課程 

入学定員  ５名 

収容定員 １０名 

（修業年限） 

第５条 修士課程の標準修業年限は、２年とする。 

２ 修士課程の在学年限は、４年を超えることはできない。 

３ 本学大学院の学生が、職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の

期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを申し出る者があるとき、当
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該研究科において予め申出た期間で履修することを許可することができる。 

第３章 教員及び運営組織 

（教員組織） 

第６条 本学大学院における授業及び学位論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」と

いう。）は、本学の教授または准教授のうちから選任された者が、これを担当する。た

だし、必要に応じて専任の教授、准教授及び兼任の講師に授業を担当させることができ

る。 

（大学院教授会） 

第７条 本学大学院に教育研究に関する事項を審議するため、大学院教授会（以下、「教授

会」という。）」を置く。 

２ 教授会は、原則として月に１回開催することとし、第８条で定める研究科長が招集し、

その議長となる。 

３ 教授会の構成員は、研究科長並びに研究科で科目を担当する専任教育職員及び事務局長

をもって組織する。 

４ 教授会は、構成員の３分の２以上の出席をもって成立するものとし、その議決は出席者

の過半数による。可否同数の場合には、議長がこれを決する。 

５ 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うにあたり意見を述べるものとす

る。 

（1）学生の入学･修了に関する事項

（2）学位に関する事項

（3）前２号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴く

ことが必要なものとして学長が別に定めるもの

６ 教授会は、前項に規定するもののほか、学長及び研究科長（以下、この項において「学

長等」という。）がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求め

に応じ、意見を述べることができる。 

７ 教授会に関する規程は、教授会の意見を聴いて学長が別に定める。 

（研究科長） 

第８条 本学大学院に研究科長を置く。 

２ 研究科長は研究科を代表し、研究科の運営をつかさどる。 

３ 研究科長は、本学大学院で科目を担当する専任教授のうちから選任する。 

４ 研究科長の任用に関する規程は、教授会の意見を聴いて学長が別に定める。 
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第４章 授業科目及び履修方法等 

（教育方法等） 

第９条 本学大学院の教育は、研究指導によって行うものとする。 

（授業科目等） 

第１０条 研究科の授業科目及び単位数は、別表１のとおりとする。 

（履修方法等） 

第１１条 学生は、修士課程の標準修業年限中に、専攻における所定の授業科目について30

単位以上を修得しなければならない。 

第１２ 条 学生は、学位論文の作成指導を受けるには、すみやかに研究指導教授（以下「指

導教授」という。）を定め教授会に申請し、その承認を得なければならない。 

第１３ 条 学生は、履修する授業科目について、学期の始めに指導教授の履修指導を受けて

指定の様式により科目担当教員に申請し、その承認を得なければならない。 

第１４ 条 成績の評価は、筆記試験又は口述試験若しくは研究報告等により科目担当教員が

行い、S、A、B、C、D の５等で表記し、C 以上を合格として単位を認定する。 

第１５条 大学院は、学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定にあたっては、 

客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するととも 

に、当該基準にしたがって適切に行うものとする。 

第１６条 大学院は、授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及 

び研究を実施するものとする。 

（入学前の既修得単位の認定） 

第１７条 本学大学院に入学する前に本学大学院または他大学の大学院（外国の大学の大学

院を含む。）において修得した単位（科目等履修生として修得した単位を含む。）は、教

授会において教育研究上有益と認めるときは、15単位を超えない範囲で、第１１条に規

定する単位に充当することができる。 

第５章 課程の修了及び学位の授与 

（課程の修了） 

第１８条 修士課程の修了は、２年以上在学し、第１１条に定める単位を修得し、且つ必要

な研究指導を受けた上、学位論文の審査及び最終試験に合格したものとする。 

（学位授与） 

第１９条 本学大学院において、商学研究科の課程を修了した者には、次の学位を授与す

る。 
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商学研究科修士（商学） 

第６章 学年、学期及び休業日 

（学年等） 

第２０条 学年、学期及び休業日は、横浜商科大学学則（以下、「本学学則」という。）の

定めるところによる。 

第７章 入学 

（入学時期） 

第２１条 入学の時期は、学期の始めとする。 

（入学資格） 

第２２条 修士課程に入学することのできる者は、次の各号の１に該当する者とする。 

（1）修業年限４年以上の大学を卒業した者

（2）学校教育法第１０２条の規定により学士の学位を授与された者

（3）外国において学校教育における１６年の課程を修了した者

（4）文部科学大臣の指定した者

（5）大学に３年以上在学し、又は外国において学校教育における１５年の課程を修了

し、かつ教授会おいて既修得の単位が優れた成績であることを認められた者

（6）本学大学院の大学院教授会が（１）の者と同等以上の学力があると認めた者

（入学志願） 

第２３条 入学志願者は、入学願書に所定の入学検定料及び別に定める書類を添えて願い出

なければならない。 

（入学者の選考） 

第２４条 入学志願者については、学力試験、その他の方法により選考する。 

（入学手続） 

第２５条 選考により合格した者は、指定の期日までに、保証人連署の在学保証書を含む本

学所定の書類を提出し、入学金その他の諸経費を納めなければならない。 

（入学の許可） 

第２６条 学長は、前条の入学手続きを完了した者に入学を許可する。 

（転入学） 

第２７条 他の大学院から、本学大学院に転入学を願い出た者は、志願する研究科に欠員の

ある場合に限り、教授会で選考の上、入学を許可することがある。 

２ 第１９条及び第２１条の定めは、転入学志願者に準用する。 
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３ 第１項により入学を許可された者の在学年数及び既修得単位の認定は、教授会において

行う。 

第８章 科目等履修生等 

（科目等履修生） 

第２８条 本学大学院の学生以外の者で本学大学院研究科における授業科目を履修し、単位

の修得を希望する者があるときは、正規学生の研究並びに指導に支障のない範囲におい

て、その者の学力を考査し、科目等履修生として受け入れることがある。 

２ 科目等履修生に関し必要な事項は、別に定める。 

（聴講生） 

第２９条 本学大学院の学生以外の者で本学大学院研究科における授業科目の聴講を希望す

る者があるときは、正規学生の研究並びに指導に支障のない範囲において、その者の学

力を考査し、聴講生として受け入れることがある。 

２ 聴講生に関し必要な事項は、別に定める。 

（研究生） 

第３０条 本学大学院の学生以外の者で本学大学院研究科において特定事項の研究を希望す

る者（他大学の大学院または企業・公共団体等からの委託によって一定期間指導教員の

指導を受け、特定事項の研究に従事する者を含む。）があるときは、正規学生の研究並

びに指導に支障のない範囲において、その者の学力を考査し、研究生として受け入れる

ことがある。 

２ 研究生に関し必要な事項は、別に定める。 

第９章 休学・退学・再入学・除籍・復籍 

（休学） 

第３１条 学生が、疾病その他特別の理由により１か月以上修学することができない場合

は、学長の許可を得て休学することができる。 

２ 学生が、疾病その他の理由により１か月以上修学することが適当でないと認められる場

合、学長は、休学を命ずることがある。 

（休学期間） 

第３２条 休学期間は、通算して修士課程にあっては２年を超えることはできない。 

２ 休学期間は、第５条第２項に規定する在学期間には算入しない。 

３ 休学期間中に休学の理由が消滅した場合は、願い出により休学の取り消しを認め、復学

させることがある。 
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（退学） 

第３３条 学生が、退学しようとする場合は、学長の許可を得なければならない。 

（再入学） 

第３４条 第２９条の規定により退学した者が、再入学を願い出たときは、退学後２年以内

に限り、教授会の意見を聴いて、学長は、これを許可することができる。 

２ 再入学を許可された者の既に修得した授業科目及び単位の取扱い並びに在学すべき年数

等については、教授会の意見を聴いて、研究科長が決する。 

３ 再入学に関する取扱いは、第２１条を準用する。 

（除籍） 

第３５条 次の各号のいずれかに該当するときは、学長は、その者を除籍する。 

（1）学費その他の諸費を所定の期限までに納入せず、督促を受けても納入しない者

（2）第５条第２項に規定する在学年限を超えた者

（3）第３０条第１項に定める休学期間を超えた者

（4）入学の時期から１か月以内に入学を取り消した者

（5）在学中に死亡した者

２ 学長は、前項に規定する者のほか、教授会が認めた者の除籍について決定する。 

（復籍） 

第３６条 第３１条第１項第１号及び第２号の定めによって除籍された者が、２年以内に所

定の手続きを経て、復籍を願い出たときは、教授会の意見を聴いて、学長は、これを認

めることがある。 

第１０章 賞罰 

（表彰・懲戒） 

第３７条 表彰及び懲戒は、本学学則第５０条を準用する。 

第１１章 外国人留学生 

（外国人留学生） 

第３８条 外国人が、本学大学院に入学を志願するときは、特別選抜を実施し、外国人留学

生として入学を許可することができる。 

第１２章 学費等

（入学検定料） 

第３９条 入学検定料は、別表２のとおりとする。 

（学費） 
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第４０条入学金及び授業料その他の費用は、別表２のとおりとする。 

（納入期限） 

第４１条 納入期限は、別表２のとおりとする。 

２ 学費の延納は、「横浜商科大学学費納付規程」第５条の規定を準用する。 

（再入学者の学費） 

第４２条 再入学者の学費は、「横浜商科大学学費納付規程」第２７条の規定を準用する。 

（休学期間の在籍料） 

第４３条 休学期間の在籍料は、本学学則第４２条を準用する。 

（学費の減免） 

第４４条 本学学部卒業者が、本学大学院に進学する場合に限り、入学金を全額免除する。 

第１３章 改廃 

（改廃） 

第４５条 この大学院学則の改廃は、教授会の審議を経て理事会で決定する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この大学院学則は、令和 7年 4月 1日から施行する。 
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別表１ 商学研究科データサイエンス専攻（修士課程）の授業科目及び単位 

授業科目の名称 単位 修了必要単位 

データサイエンスと商学 

経営とデータサイエンス 

情報セキュリティ論 

２単位 

２単位 

２単位 

基礎科目から必修科目を６

単位、データサイエンス科

目から選択科目を８単位以

上、価値創造科目から選択

科目を６単位以上、演習科

目から必修科目を１０単

位、合計３０単位以上を修

得する。 

ただし、原則として年間履

修登録の上限を２０単位と

する。 

デ―

タ
サ
イ
エ
ン
ス
科
目

データエ

ンジニア

リング科

目

プログラミング論 

データ処理論 

２単位 

２単位 

データア

ナリシス

科目

データアナリシス１ 

データアナリシス２ 

２単位 

２単位 

モデリン

グ科目

データモデリング 

機械学習論 

２単位 

２単位 

価

値

創

造

科

目 

経営分野 

経営戦略論 

組織行動論１ 

組織行動論２ 

２単位 

２単位 

２単位 

マーケテ

ィング分

野 

ママーケティングリサーチ特論

ソーシャルメディアマーケティングと

消費者行動スポーツ情報戦略 

スポーツアナリティクス特論

２単位 

２単位 

２単位 

会計分野 
会計情報論 

経営分析論 

２単位 

２単位 

演習科目 

演習１ 

演習２ 

演習３ 

研究指導（修論指導）１ 

研究指導（修論指導）２

２単位 

２単位 

２単位 

２単位 

２単位 
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別表２学費等（単位：円） 

入学者1年次 

本学出身者 他大学出身者 納入期日 

入学金 0円 100,000円 指定された入学手続期間 

授業料(年額) 500,000円 500,000円 

施設設備費 100,000円 100,000円 

教育充実費 0円 10,000円 

入学検定料 

注1）本学出身者の入学金及び同窓会費は、全額免除 

入学者2年次以降 

本学出身者 他大学出身者 納入期日 

授業料(年額) 500,000円 500,000円 

施設設備費 100,000円 100,000円 

教育充実費 0円 10,000円 

ー学則ー9ー



〇横浜商科大学大学院教授会運営要領 

【令和 6年 8 月 29 日制定】 

（目的） 
第 1条 この要領は、横浜商科大学大学院学則（以下「学則」という。）第 7 条第 1 項に基

づき、教授会の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。 
（開催） 
第２条 教授会は８月及び９月を除いた各月１回の定例開催とし、研究科長が必要と認め

た場合は付議すべき事項を示して臨時の教授会を開催することができる。 
２ 前項の規定にかかわらず、構成員の 3 分の 1 以上から、付議すべき事項を示して請求

があったときは、 
（招集） 
第３条 教授会は、研究科長が招集しその議長となる。 
２ 研究科長に事故あるときは、あらかじめ学長が指名した教授が代理する。 
（構成員） 
第４条 教授会の構成員は次のとおりとする。 
（１）学長
（２）研究科長
（３）研究科に属する専任教員
（４）事務局長
（５）必要に応じ学長が出席を認めた者
（成立要件）
第５条 教授会は、構成員の過半数の出席をもって成立する。ただし、書面をもって他の構

成員に委任した者は出席とみなし、成立要件に含めることができる。 
２ 休職中の者及び長期の欠勤者については、前項の定足数から除く。 
（構成員の提案） 
第６条 教授会の構成員は、教員及び研究に関し教授会に付議すべき事項につき、教授会に

提案することができる。 
２ 前項による提案は、緊急の事項を除き、原則として教授会開催の５日前までに文書をも

って研究科長に提出するものとする。 
（決定要件） 
第７条 教授会の決議は、出席構成員の過半数をもつて決定する。 
（学長の意見聴取） 
第８条 学長は、次の各号に掲げる事項を決定するとき、教授会の意見を聴取する。 
（１）大学院の教育課程に関すること

ー学則ー10ー



（２）教育・研究に関する自己点検・評価及び認証評価に関する事項
（３）理事長、学長又は研究科長が諮問する事項
２ 学長が教授会の意見を聴取するときは、あらかじめ書面をもって通知するものとする。 
（構成員以外の出席） 
第９条 理事長は教授会に出席して意見を述べることができる。 
２ 学長又は研究科長が認めたときは、構成員以外の者を教授会に出席させることができ

る。ただし、決議に加わることはできない。 
（守秘義務） 
第１０条 教育職員及び事務職員並びに学生の個人情報に関する事項の議論及び検討内容

については、他に漏洩してはならない。 
（議事録） 
第１１条 教授会の議事については、次の事項を記録した議事録を作成しなければならな

い。 
（１）教授会の日時及び場所
（２）構成員の現在数と教授会に出席した構成員の氏名
（３）議論及び検討事項の内容及びその結果
（４）報告事項
２ 議事録には、研究科長及び出席構成員の中から研究科長が指名した議事録署名人 2 名

が署名しなければならない。署名された議事録は、学務本部長が保管する。 
（書記） 
第１２条 教授会に書記を置き、教授会の事務をつかさどる。 
２ 書記は、学務本部学生総合支援部教務課が行う。 
（改廃） 
第１３条 この規程の改廃は、教授会が発議し、常任理事会の議を経て、理事長が行う。 

附則（令和 6年 8 月 29 日） 
この要領は、令和 7 年 4月 1日から施行する。 
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